
　【主な送付物】
「これまでの年金加入期間」、「老齢年金の見込額」です

これまでの『年金加入履歴』です

国民年金の保険料を納めた期間、および免除された期間の月数です。
免除期間とは保険料の滞納期間ではなく、申請することで免除を認められた期
間で、「全額」「3/4」「半額」「1/4」の4種類あります。免除部分以外の保険
料は納付していなければなりません。

あなたの年金の受給見込額です。現在の年金加入条件で、60歳まで加入したと
仮定した場合の数字が記載されています。
なおこの欄が空白の場合は、「ねんきん定期便」の作成日時点での年金加入期
間が300ヵ月に満たないなどの理由が考えられます。

あなたのこれまでの加入年金履歴と加入月数が時系列で記されています。記載
前後および途中で抜けている期間にモレがないのかを必ずチェックしてください。
なお、お勤め先は社名が表示されていたり、「厚生年金保険」などと表示されて
いたりします。
「第1号被保険者」の加入期間は、保険料納付期間だけではなく、未納期間も
含めて月数が書かれています。

合算対象期間（いわゆるカラ期間）の月数です。主にサラリーマンの奥さまなどが、
昭和36年4月～61年3月までの間に任意加入しなかった期間のことです。

国民年金の納付期間・カラ期間・未納期間や厚生年金等の加入期間が、それ
ぞれ集計されて記載されています。

第3号被保険者期間の月数です。主にサラリーマンの奥さまなどが、昭和61年４
月以降、届出をすることで加入していると認められた期間のことです。

 このノートでは、坑内員・船員・特定警察職員等の厚生年金について記載していません。詳しくは日本年金機構や共済組合等へお尋ねください。

注１

厚生年金制度に統一されました01 「ねんきん定期便」とは02
■「被用者年金制度の一元化」とは
国内に住むすべての20歳以上の方の公的年金は、大きく下表のように加入年金機関と制度が分かれて
いましたが、平成27年10月から被用者（お勤めの方）の年金制度が厚生年金に統一されたため、以降
の年金請求手続きなどに多少の違いが生じています。

■「ねんきん定期便」（封書）
35、45、59歳の誕生月を迎えた方には、日本年金機構
や共済組合等から封書で「ねんきん定期便」が送られて
きます。保険料納付実績や年金見込額などの詳しい情報
が記載されていますので、入念に確認してください。

35、45、59歳の以外の誕生月を迎えた方に送られてくるハガキの「ねんきん定期便」も、封書の簡略
版のようなイメージですので、よく眼を通して、間違いがないか確認しましょう。

■共済年金加入の方は平成27年10月統一以降にどうなったか？
＜年金相談はどこへ？＞
年金相談や加入記録照会など、これまでは加入している共済組合等（国家公務員共済組合、地方公務員
等共済組合、私立学校教職員共済）でしか相談できなかった事項が、日本年金機構（年金事務所等）で
も可能になっています。ただしこれは統一後の期間に関してのみです。
また統一以前に決定した退職共済年金についての相談はできませんので、従来通り共済組合等へご相
談・お問合せください。

＜年金を受給できる年齢になったら？＞
かつての共済年金に相当する分（名称は厚生年金になっています）が受給できる年齢になる前に、共済
組合等から「ねんきん請求書」が送られてきます。以前に厚生年金の加入歴もある方には別途、日本年
金機構から「ねんきん請求書」が送られてきます。
これは制度統一後も、年金額の決定や支給は日本年金機構と共済組合等がそれぞれ実施するためです。
つまり厚生年金と共済年金の両方へ加入していた方は、日本年金機構と共済組合等の両者から支給を受
けることになります。

＜「公務員共済年金のお知らせ」「私学ねんきんメール」などの案内文書はどうなった？＞

「ねんきん定期便」に統一され、毎年の誕生
月にハガキが送られています。
特に節目年齢である35歳・45歳・59歳の誕生
日を迎える方には、より詳しい内容が封書で
送られてきます。（２ページを参照）
「ねんきん定期便」の送付元は現在加入して
いる共済組合等からです。

自営業の方、学生、専業主婦…など

民間企業のサラリーマン、ＯＬ…など

国家公務員

地方公務員

私立学校の教職員

これまで

国民年金

厚生年金

国家公務員共済

地方公務員等共済

私学共済

→

→

→

老齢厚生年金にも繰上げ／繰下げ受給の制度があります。老齢基礎年金の場合と同じく、繰上げれば受
給額は減り、繰下げれば増えます。ただ老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金と併せて行うなど、条
件や仕組みがかなり難しく、申請できるかどうか、繰上げ／繰下げ時のルール、減額／増額の程度…な
ど詳しくは年金事務所や専門家等にお尋ねください。

年金制度 平成27年10月以降

国　民　年　金

厚　生　年　金
※制度のみの統一で、支給事務などは
共済組合等が引き続き実施します

主な加入者



加入年金 あなたは？

国民年金　（20歳以上で自営業、その配偶者、学生などの期間） ①～⑤の合計

納付期間

免除期間

第3号被保険者期間　

学生・若年者の納付猶予期間

カラ期間（合算対象期間）

厚生年金　（サラリーマン・OLなどの期間）

共済年金　（公務員・私立学校職員などの期間）

生年月日 男　性 女　性
昭和26年４月２日～28年４月１日 厚・共とも60歳から 厚60歳から、共60歳から（※１）
昭和28年４月２日～30年４月１日 厚・共とも61歳から 厚60歳から、共61歳から（※２）
昭和30年４月２日～32年４月１日 厚・共とも62歳から 厚60歳から、共62歳から
昭和32年４月２日～33年４月１日 厚・共とも63歳から 厚60歳から、共63歳から
昭和33年４月２日～34年４月１日 厚・共とも63歳から 厚61歳から、共63歳から
昭和34年４月２日～35年４月１日 厚・共とも64歳から 厚61歳から、共64歳から
昭和35年４月２日以降 段階的に受給開始年齢が繰り下がります

加入年金 受給年金（支給元）
国民年金のみに加入していた方 老齢基礎年金（日本年金機構）
厚生年金に加入していた方 老齢基礎年金（日本年金機構）、老齢厚生年金（日本年金機構）

老齢基礎年金（日本年金機構）、老齢厚生年金（共済組合等）※

老齢基礎年金（日本年金機構）、
老齢厚生年金（日本年金機構と共済組合等）

共済年金に加入していた方

厚生年金と共済年金に加入していた方

このページ以降は、３ページの受給資格を満たす方を対象に記載しています

※共済組合等から支給される老齢厚生年金を、制度統一以前は「退職共済年金」と呼んでいました。

A　　　　 ヵ月

B　　　　 ヵ月

C　　　　 ヵ月

①　　　        ヵ月

②　　　        ヵ月

③　　　        ヵ月

④　　　        ヵ月

⑤　　　        ヵ月

■年金受給資格
「ねんきん定期便」には、あなたの「これまでの年金加入期間」が記されています。漏れがあると大変なこ
とですから、過去の加入期間がどうだったのか思い出して、できるだけ詳細に下表に記入して、照合してみ
てください。（１４ページの略年表をご参考に）

■あなたの受給開始年齢と受給年金は？
３ページ「年金の受給開始年齢」をまとめると下表のようになります。「女性の厚生年金のみ特例アリ」と注
意してチェックしてください。「厚」は厚生年金、「共」は共済年金の相当分を表わしています。

■受給開始年齢
・国民年金 のみに加入していた方

【表１】６５歳までの年金（報酬比例部分）の受給開始年齢

【表２】６５歳からの年金原則として表のＡ+Ｂ+Ｃが２５年（３００ヵ月）以上あれば年金を受給できます。それ以外の方には受給資格
はありませんが、生年月日に応じた特例に該当する方もいらっしゃいます。また受給資格が発生するまで国民
年金に任意加入することもできます。

お勤め（被用者）の経験がなく、国民
年金のみに加入していた方

※これらは加入していた年金機関からそれぞれ支給されます。例えばサラリーマンと公務員の経験がある
　方は、日本年金機構と共済組合等の両方からそれぞれ相当額の年金が支払われるということです。
※報酬比例部分のうち女性の厚生年金加入期間の相当分のみ、特例として受給開始年齢が早くなってい
　ます。

■このノートの登場人物

江戸さくらさん

加入年金と月数（ことしの誕生日で） 昭和
46年 50年 51年 54年 59年 63年 23年 27年 受給年金と開始年齢

平成
元年

ことし
28年

62歳～報酬比例部分
65歳～老齢厚生年金
　　　老齢基礎年金

60歳～報酬比例部分
65歳～老齢厚生年金
　　　　老齢基礎年金

65歳～老齢基礎年金

61歳～報酬比例部分
　　　　（厚生加入期間分）
64歳～報酬比例部分

　　　　（共済加入期間分）
65歳～老齢厚生年金
　　　　老齢基礎年金

20歳～
厚生年金
144ヵ月

59～60歳
国民年金
12ヵ月

20歳～
国民年金
36ヵ月

23歳～
地方公務員共済
444ヵ月

61歳

60歳

65歳

57歳

～ 60歳 ～65歳

～57歳

～61歳

生年月とプロフィール

江戸一郎さん

浪花きよしさん

20歳～
厚生年金
60ヵ月

25歳～
私学共済
60ヵ月

30歳～
国民年金
324ヵ月

20歳～
国民年金
480ヵ月

32歳～
第3号被保険者
314ヵ月

～ 60歳
退職

・厚生年金 あるいは 共済年金 に加入していた方（お勤めがある方）

６５歳から 老齢基礎年金

老齢基礎年金
老齢厚生年金

サラリーマン、ＯＬ、公務員、私立学校
教職員など、厚生年金や共済年金に
加入していた方

生年月日に応じて特別支給される
（次ページ参照）。厚生・共済年金に合
わせて１年以上の加入期間が必要

６５歳未満

６５歳から

浪花京子さん

昭和30年5月生まれ
大卒後23歳から市役所一筋
で60歳を機に退職。
61歳から民間企業へ再就職
する予定。

昭和31年5月生まれ
はたちからOＬ。一郎さんと
結婚後、32歳で退職し、第
3号被保険者となる。

昭和26年10月生まれ
18歳から家業である「浪花
屋」を経営。

昭和34年8月生まれ
短大を出て5年間は民間企業、
5年間は私立学校へ勤める。き
よしさんとの結婚を機に退職し
家業を切り盛りするように。

※１　昭和25年4月2日～27年4月1日に生まれた女性は、さらに63歳から定額部分が受け取れます。
※２　昭和27年4月2日～29年4月1日に生まれた女性は、さらに64歳から定額部分が受け取れます。

年金受給資格と受給開始年齢02

報酬比例部分

注１



加入年金 あなたは？

国民年金　（20歳以上で自営業、その配偶者、学生などの期間） ①～⑤の合計

納付期間

免除期間

第3号被保険者期間　

学生・若年者の納付猶予期間

カラ期間（合算対象期間）

厚生年金　（サラリーマン・OLなどの期間）

共済年金　（公務員・私立学校職員などの期間）

生年月日 男　性 女　性
昭和26年４月２日～28年４月１日 厚・共とも60歳から 厚60歳から、共60歳から（※１）
昭和28年４月２日～30年４月１日 厚・共とも61歳から 厚60歳から、共61歳から（※２）
昭和30年４月２日～32年４月１日 厚・共とも62歳から 厚60歳から、共62歳から
昭和32年４月２日～33年４月１日 厚・共とも63歳から 厚60歳から、共63歳から
昭和33年４月２日～34年４月１日 厚・共とも63歳から 厚61歳から、共63歳から
昭和34年４月２日～35年４月１日 厚・共とも64歳から 厚61歳から、共64歳から
昭和35年４月２日以降 段階的に受給開始年齢が繰り下がります

加入年金 受給年金（支給元）
国民年金のみに加入していた方 老齢基礎年金（日本年金機構）
厚生年金に加入していた方 老齢基礎年金（日本年金機構）、老齢厚生年金（日本年金機構）

老齢基礎年金（日本年金機構）、老齢厚生年金（共済組合等）※

老齢基礎年金（日本年金機構）、
老齢厚生年金（日本年金機構と共済組合等）

共済年金に加入していた方

厚生年金と共済年金に加入していた方

このページ以降は、３ページの受給資格を満たす方を対象に記載しています

※共済組合等から支給される老齢厚生年金を、制度統一以前は「退職共済年金」と呼んでいました。

A　　　　 ヵ月

B　　　　 ヵ月

C　　　　 ヵ月

①　　　        ヵ月

②　　　        ヵ月

③　　　        ヵ月

④　　　        ヵ月

⑤　　　        ヵ月

■年金受給資格
「ねんきん定期便」には、あなたの「これまでの年金加入期間」が記されています。漏れがあると大変なこ
とですから、過去の加入期間がどうだったのか思い出して、できるだけ詳細に下表に記入して、照合してみ
てください。（１４ページの略年表をご参考に）

■あなたの受給開始年齢と受給年金は？
３ページ「年金の受給開始年齢」をまとめると下表のようになります。「女性の厚生年金のみ特例アリ」と注
意してチェックしてください。「厚」は厚生年金、「共」は共済年金の相当分を表わしています。

■受給開始年齢
・国民年金 のみに加入していた方

【表１】６５歳までの年金（報酬比例部分）の受給開始年齢

【表２】６５歳からの年金原則として表のＡ+Ｂ+Ｃが２５年（３００ヵ月）以上あれば年金を受給できます。それ以外の方には受給資格
はありませんが、生年月日に応じた特例に該当する方もいらっしゃいます。また受給資格が発生するまで国民
年金に任意加入することもできます。

お勤め（被用者）の経験がなく、国民
年金のみに加入していた方

※これらは加入していた年金機関からそれぞれ支給されます。例えばサラリーマンと公務員の経験がある
　方は、日本年金機構と共済組合等の両方からそれぞれ相当額の年金が支払われるということです。
※報酬比例部分のうち女性の厚生年金加入期間の相当分のみ、特例として受給開始年齢が早くなってい
　ます。

■このノートの登場人物

江戸さくらさん

加入年金と月数（ことしの誕生日で） 昭和
46年 50年 51年 54年 59年 63年 23年 27年 受給年金と開始年齢

平成
元年

ことし
28年

62歳～報酬比例部分
65歳～老齢厚生年金
　　　老齢基礎年金

60歳～報酬比例部分
65歳～老齢厚生年金
　　　　老齢基礎年金

65歳～老齢基礎年金

61歳～報酬比例部分
　　　　（厚生加入期間分）
64歳～報酬比例部分

　　　　（共済加入期間分）
65歳～老齢厚生年金
　　　　老齢基礎年金

20歳～
厚生年金
144ヵ月

59～60歳
国民年金
12ヵ月

20歳～
国民年金
36ヵ月

23歳～
地方公務員共済
444ヵ月

61歳

60歳

65歳

57歳

～ 60歳 ～65歳

～57歳

～61歳

生年月とプロフィール

江戸一郎さん

浪花きよしさん

20歳～
厚生年金
60ヵ月

25歳～
私学共済
60ヵ月

30歳～
国民年金
324ヵ月

20歳～
国民年金
480ヵ月

32歳～
第3号被保険者
314ヵ月

～ 60歳
退職

・厚生年金 あるいは 共済年金 に加入していた方（お勤めがある方）

６５歳から 老齢基礎年金

老齢基礎年金
老齢厚生年金

サラリーマン、ＯＬ、公務員、私立学校
教職員など、厚生年金や共済年金に
加入していた方

生年月日に応じて特別支給される
（次ページ参照）。厚生・共済年金に合
わせて１年以上の加入期間が必要

６５歳未満

６５歳から

浪花京子さん

昭和30年5月生まれ
大卒後23歳から市役所一筋
で60歳を機に退職。
61歳から民間企業へ再就職
する予定。

昭和31年5月生まれ
はたちからOＬ。一郎さんと
結婚後、32歳で退職し、第
3号被保険者となる。

昭和26年10月生まれ
18歳から家業である「浪花
屋」を経営。

昭和34年8月生まれ
短大を出て5年間は民間企業、
5年間は私立学校へ勤める。き
よしさんとの結婚を機に退職し
家業を切り盛りするように。

※１　昭和25年4月2日～27年4月1日に生まれた女性は、さらに63歳から定額部分が受け取れます。
※２　昭和27年4月2日～29年4月1日に生まれた女性は、さらに64歳から定額部分が受け取れます。

年金受給資格と受給開始年齢02

報酬比例部分

注１
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2

平均標準報酬月額　             乗　率　             加入月数

平均標準報酬額　               乗　率　             加入月数

平成１５年
３月以前分

+

円   ×  1.4２５／1,000   ×　     ヵ月  

円  ×　 1．096／1,000  ×　　   ヵ月  

円=

⎫
|
|
⎬
|
|
⎭

平成15年4月～
平成27年
9月分

●「繰上げ受給」とは
　＜繰上げ受給とは＞
老齢基礎年金や老齢厚生年金とその特別支給部分は、原則として65歳や生年月日に応じた年齢から受
給できますが、減額されることを承知の上で受給開始を早めることができます。これを一般的に「繰上
げ受給」と呼んでいます。
なお、逆に受給開始を遅らせて受給額を増やすことを「繰下げ受給」と呼びます。

＜仕組みと支給率＞
繰上げ／繰下げ受給の条件や仕組みはかなり複雑なので、申請できるかどうか、そのルール…などにつ
いては必ず年金事務所・共済組合等や専門家にお尋ねください。なお繰上げ／繰下げの場合の支給率
（本来額からどれくらい増減するか）は原則、次の表の通りです。

繰上げも繰下げも、あなた自身がライフスタイルに合わせて選択すればよいのですが、いったん繰上げ
／繰下げ受給を始めると、途中で元に戻すことができませんので、専門家などによく相談してから慎重
に決断しましょう。

●６０歳以降も勤める場合　～在職老齢年金とは
＜在職老齢年金とは＞
最近は６０歳でリタイヤする方のほうが少なくなっています。６０歳以降もお勤めの場合、報酬比例部分
や老齢厚生年金、老齢基礎年金、職域部分などの受給権が発生しても、お勤め先からの収入との調整で、
減額された年金しか受給できないことがあります。これを在職老齢年金といいます。

＜在職老齢年金の受給額＞
在職老齢年金額の決定は、個人ごとに次の単価（月額）を割り出して、表の計算式に当てはめればわかります。

＜受給額の例＞
＜在職老齢年金の受給例＞

60歳以上
65歳未満

65歳以上

③＋⑥が２８万円以下の場合

③＋⑥が２８万円超の場合

①＋⑥が４7万円以下の場合

①＋⑥が４7万円超の場合

全額（減額されません）

全額（減額されません）

２８＋④―⑦＋（④―28）－（⑦―47）2

（４７＋①＋③―⑦）2

※すべて月額。単位は万円。河川部にマイナスが出た場合はゼロ＝０で計算してください。
※計算結果がマイナスだった場合はゼロ＝全額支給停止です。
※複数機関から年金を受給している場合、①～④はすべて合算して考えます。

※１　共済加入期間が20年未満の場合は「0.713/1,000」　　　※２　共済加入期間が20年未満の場合は「0.548/1,000」

江戸一郎さん

江戸一郎さん

【Ｑ】わたしの報酬比例部分は６１歳から４２,７５０円、６４歳からは５１,３００円がもらえる予
定。そやけど１０年間の勤めの分やから、ごっつい少ないねん。いっそのこと、６５歳から始ま
る老齢基礎年金も含めて、６０歳から受給しようかな、と思てるんやけど…

浪花京子さんが６０歳までこのまま１号被保険者を続けたとして、６１歳から42,750円
（食品会社に勤めていた期間の報酬比例部分）、６４歳からは51,300円（学校職員
だった期間の報酬比例部分）を受給開始します（５ページ参照）。加えて６５歳からは

780,100円の老齢基礎年金を受給します。この全部をひっくるめて６０歳０ヵ月から繰上げ受
給するとどうなるか、というご質問です。便宜的に基礎年金額は今年の満額を使います。
　①61歳からの42,750円は1年の繰上げで94.0％。つまり42,750円×94.0％＝40,185円
　②64歳からの51,300円は4年の繰上げで76.0％。つまり51,300円×76.0％＝38,988円
　③65歳からの老齢基礎年金は5年の繰上げで70.0％。つまり780,100円×70.0％＝546,070円
　すべてをあわせて625,243円を60歳から一生涯受給することになります。

※この事例では付加年金額、職域部分、物価スライドは考慮していません。

・繰上げは60歳からできます。
・1ヵ月単位で選択できます。
・1ヵ月繰上げるごとに0.5％減額されます。

・70歳まで繰下げられます。
・1年以上1ヵ月単位で選択できます。
・1ヵ月繰下げるごとに0.7％増額されます。

【Ｑ】ぼくは今年から民間企業に就職することに決まっています。給料は市役所時
代から下がって月２６万円、ボーナスは年６０万円ですが、専門知識を活かせる仕事
なので頑張りたいです。
でも心配なのは、ぼくが６２歳からもらえる予定の報酬比例部分９５７，０１１円（５ペー
ジ参照）。これはいったいどうなるのかな？

江戸一郎さんが62歳から受給できる報酬比例部分は957,011円ですが、61歳で
就職された場合には、これがどのくらい支給停止になるのかというご質問です。

①は月額に改めて約8.0万円。②③がありませんので④も8.0万円。就職後の月収をもと
に⑤は26万円、ボーナスをもとに⑥を5万円と算出すると、⑦が31万円になります。④＋
⑦が28万円を超えていますから、それぞれを【表５】の該当欄に当てはめれば約2.8万
円が江戸一郎さんの在職老齢年金という事になり、これが62歳から65歳未満に支給さ
れます。つまり、もともと8.0万円だったうちの、5.2万円分が支給停止になっているとい
うわけです。

65歳到達時も給与などが変わらないと仮定すれば、③の職域部分は約1.6万円なので、
①＋③＋⑦が40.6万円。【表５】に当てはめてみると支給停止がなく、年金が全額支給さ
れるとわかります。

①報酬比例部分（65歳以降は老齢厚生年金）
②定額部分
③職域部分
④６５歳未満の基本月額（①+②）

⑤標準報酬月額（賞与を除く現在の収入を等級により
　基準化したもの）
⑥直近１年間の賞与÷１２
⑦総報酬月額相当額（⑤+⑥）

注5

注5

図解

浪花京子さん

●６５歳からの年金（職域部分とは）
平成27年9月までに共済組合等に加入していた期間については、６５歳からの老齢厚生年金に加えて職域
部分が支給されます。これは共済組合等から支給されます。事例人物では江戸一郎さんと浪花京子さんが
権利を持っています。

職域部分という制度自体は平成27年10月の制度統一で廃止されていますので、これ以降に共済組合等に
加入していた期間があっても、その期間分は反映されません。

その代わりに、新たに「年金払い退職給付」という制度が始まっています。これは民間企業が行っている
いわゆる“企業年金”に相当する制度ですので、詳しくは加入している共済組合等へお尋ねください。

＜“３階建て”とは＞
本人が言われているように、江戸一郎さんは６５歳からは老齢基礎年金、老齢厚生年金、職域部分という
年金を受給することになります。これをいわゆる“３階建て”と呼んでいます。浪花京子さんも学校職員
だった５年間分の職域部分
が加算されて３階建てにな
ります。

しかし上述のとおり、平成
27年10月の制度統一以降に
共済組合等へ加入されて
も、この３階部分は発生し
ません。

＜受給額の例＞

＜職域部分＞

ぼくの市役所勤務期間を上に当てはめると、
・平成15年3月までが、30万円×1.425/1,000×299ヶ月＝127,822.5円
・平成27年4月までが、40万円×1.096/1,000×145ヵ月＝　63,568円
つまり両方で191,391円が、65歳からの老齢基礎年金、老齢厚生年金に加算されるわけだね。

図解
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【表３】「繰上げ受給」／「繰下げ受給」をした場合、本来額からの増減はどうなるか

繰上げ← →繰下げ支給率

ご注意

「繰上げ受給」について教えてください共済年金の職域部分とは何でしょうか？

●６０歳以降も勤め

６０歳以降も勤める予定なのですが？図解04 05


